
事 務 連 絡

平成 30年 11月 22 日

各都道府県森林保護対策担当課長 殿

林野庁研究指導課

森林保護対策室長

森林における狩猟関連事故防止について

平素より、森林における鳥獣害対策にご尽力頂き感謝致します。

さて、11月 20日、北海道において、林道上で風倒木処理に従事していた森林
管理署職員が、狩猟者に誤射され死亡するという重大災害が発生しました。

都道府県におかれては、森林において鳥獣捕獲を実施する場合の安全配慮や、

狩猟時期において各種事業を実行する中での安全確保等の観点から、下記の点

につき、関係部局と連携の上、現地の状況に応じた適切かつ迅速な対応をお願

いします。

記

１ 森林において、銃による鳥獣捕獲を実施する事業者に対する安全指導の

徹底

２ 狩猟時期において、森林の整備・保全等に係る事業を実施する上で、都

道府県職員や事業受注者の安全確保に向けた注意喚起

３ 狩猟担当部局や狩猟団体、有害鳥獣捕獲発注者と連携した狩猟者等への

今般事案の周知及び注意喚起

なお、このことについて、管下市町村にも指導をお願いします。

また、林業事業体等における類似災害の防止については、各都道府県林業労

働担当課長に対して、別添の事務連絡「林業労働者の労働安全の確保（林野庁

経営課林業労働対策室長）」を発出していますので申し添えます。

担当：林野庁研究指導課

森林保護対策室

志磨、森

代表：03-3502-1063
ＦＡＸ：03-3502-2104



事 務 連 絡

平成30年11月21日

各都道府県 林業労働担当課長 殿

(労働安全衛生)

林野庁経営課

林業労働対策室長

林業労働者の労働安全の確保について

林業労働安全の確保につきましては、平素から格別の御協力を賜り深く感謝申

し上げます。

さて、昨日、北海道において、同僚とともに林道で風倒木処理に従事していた

者が、狩猟者に誤射されるという重大災害が発生しました。

このため、貴県におかれては、狩猟担当部局と連携して、猟友会等をつうじて

狩猟者に対して、本件災害の発生を知らせるとともに、狩猟者が遵守すべき入林

にあたってのルール等が遵守されるよう依頼をお願いします。

また、林業事業体等に対して、本件災害の発生を知らせるとともに、地元の猟

友会と連絡を取り合い、類似災害の防止に努めていただくよう依頼をお願いしま

す。

（担当：労働安全衛生班）
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